
 

   

第二次ウェルビーイング行動計画 
～次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画～ 

 
２０２５年３月１日 

１　計画策定の目的 
会社で働くひとり一人が、仕事と生活の調和を図りつつ、その能力と個性を十分発揮して、

いきいきと健康に働くウェルビーイングを実現することができる職場づくりのため、ウェルビー
イング行動計画を策定する。 
この計画に基づき、社内におけるDE＆I（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）や

ジェンダー平等を推進し、従業員のキャリアアップや仕事と子育て・介護等との両立、健康づく
りを支援するとともに、地域におけるそれらの推進や次世代育成にも寄与する。 

 
 
２　計画の基本的考え方 
（１）ウェルビーイングとは 

この計画におけるウェルビーイングとは、個人の権利や自己実現が保障され、持続的に
身体的、精神的、社会的に良好な状態（「幸せ」な状態）にあることを言う。 

 
（２）計画の基本方針 

従業員が全員参加で計画の推進に取り組むことで、自らのウェルビーイングを実現する
とともに、お客様のウェルビーイング、さらには地域のウェルビーイングにつなげる。 

 
（３）計画の性格 

ア　会社の理念及び社是に基づく行動指針を踏まえた計画 
会社の理念に基づき社是を実現するため、行動指針を踏まえて推進する計画として位

置付ける。 
基本理念：地域密着「地域いちばんファミリーマート」 
　　　　　　　　　  お客さま一人ひとりに寄り添い、地域の家族のような存在を目指す。 

　　　 社　　是：ファミリーマートの運営を通じて、お客様に喜んでいただき、社員・ 
加盟店、そしてスタッフが幸福になること 

　　　 行動指針：全員参加で変革する。 
　　　　　　　　 ～学びを楽しみ成長する　企業価値の向上　ＱＳＣ「No.1」～ 
　　　　　　　　　　　　  ―自ら考え行動する文化を醸成― 
　　　 

イ　法定計画 
 次世代育成支援対策推進法と女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に 
基づき策定したウェルビーイング行動計画が、２０２４年２月末で終期を迎えたことから、
その後継として本計画（第二次ウェルビーイング行動計画）を策定する。 

 
ウ  ＳＤＧｓの達成に向けた計画 
    ＳＤＧｓの達成に向けた計画として位置付ける。 

【計画に関係するＳＤＧｓの主な目標】 



目標３ すべての人に健康と福祉を 

目標５ ジェンダー平等を実現しよう 

目標８ 働きがいも経済成長も 

目標１０ 人や国の不平等をなくそう 

　　　　 
（４）計画期間 
      ２０２５年３月１日から２０２７年２月２８日までの２年間 
 
 
３　計画の目標と取組内容 

目　標　項　目 
（１）ウェルビーイングな職場風土の形成 
（２）ＤＥ＆Ｉの推進 
（３）ワーク・ライフ・バランスの実現 
（４）健康経営の推進 
（５）地域におけるウェルビーイングの促進 
（６）計画推進体制の整備 

 
（１）ウェルビーイングな職場風土の形成 
ア　ウェルビーイングの意義の共有 

目標１ 
社内でウェルビーイングの意義を共有し、その推進に会社全体で取り組む。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　社長のウェルビーイングを推進するメッセージを、社内ポータルサイトにおける

動画配信や各種会議等を活用して発信する。 
（２０２３年～） 

　 
イ　社員の状況の職場づくりへの反映 

目標２ 
アンケート調査の実施や「ＴＯＤ」をはじめ対話の機会の確保により、社員の事情や意見を職場
づくりに反映する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　社員に職場に関するアンケート調査を実施する。（２０１９年～） 

　社長と社員の意見交換会「ＴＯＤ」を開催する。（２０１９年～）　　　　　　　　
　　 
【ＴＯＤ】 
　「ＴちょっとＯお茶でもＤどうですか？」と社長と少人数（通常３名）の社員で２時間対話す　るお茶会風
の意見交換会 

 
ウ　情報共有とコミュニケーションの活性化 



目標３ 
フリーアドレスの実施や社内ポータルサイトの活用により、社内におけるコミュニケーションの
活性化や情報共有を図る。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　社内ポータルサイトの活用により業務等に関する情報の共有と、上司によるマ

ネジメントの向上を図る。（２０２０年～） 
　　　　　　　　　　部内は常時フリーアドレスにし、部を超えたフリーアドレスＤＡＹを定期的に実施

する。（２０２２年～） 
 
エ　施設・設備の整備 

目標４ 
施設・設備の充実を図り、快適な職場環境を確保する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　職場環境の快適性向上のため、執務室のレイアウトやオフィス家具の更新、

オフィスサイネージやテレキューブの活用・導入等を図る。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０１９年～） 

 
オ　服装の自由化等 

目標５ 
ユニセックスな店舗ユニフォームや店舗以外の服装の自由化を継続し、快適な働き方と個性を
尊重する職場風土を形成する。 

◇取組内容◇　　　　　　　　　　 
●２０２５年３月～　本部・営業所においては服装の自由化（オフィスカジュアル）、店舗においては

ユニセックスなユニフォームを継続する。 
（２０１９年～） 

 
 

（２）ＤＥ＆Ｉの推進 
ア　ＤＥ＆Ｉやジェンダー平等の理解促進 

目標６ 
ＤＥ＆Ｉやジェンダー平等について、研修機会の提供等により社内の理解促進を図る。 

◇取組内容◇　 
●２０２５年４月～　社長のＤＥ＆Ｉやジェンダー平等を推進するメッセージを、社内ポ 

　　　　　　　　　　ータルサイトにおける動画配信や各種会議等を活用して発信する。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（２０１９年～） 

　　　　　　　　　　ＤＥ＆Ｉやジェンダー平等について、研修を実施するほか、社外で開催されるセミ
ナー等の情報を提供する。（２０１９年～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【Ｄ：ダイバーシティ】 
「多様性」と訳される。様々な個人の属性（表層的なものとしては国籍や人種・民族、年齢・性別・障

害の有無、深層的なものとしては考え方や価値観、習慣、宗教、趣味、職歴、教育、　言語、スキル、
知識など）の違いが受け入れられている状態を示す。 

【Ｅ：エクイティ】 
「公平」「衡平」と訳される。個人の置かれた状況を考慮し、それぞれに適した支援と機会を提供す

ることを意味し、実質的な公平性を追求する考え方。 
【Ｉ：インクルージョン】　 

「包括」「包含」と訳される。すべての人が尊重され、その個々の特性が十分に生かされて、　能力



を発揮し活躍できている状態を示す。 
【ジェンダー平等】 

ひとり一人が、性別にかかわらず、平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に
決めることができることを言う。 

 
イ　採用・育成・登用におけるＤＥ＆Ｉの確保 
（ア）採用 

目標７ 
社員の採用に当たって、性の多様性に配慮するとともに、男女別の競争倍率（採用者数／応
募者数）を同程度とする。 

◇取組内容◇​
●２０２５年３月～　採用応募者が提出する履歴書に性別欄は不要とする。 
　　　　　　　　　　（２０２２年～）　 
　　　　　　　　　　求職者に向けて、性別にかかわりなく活躍できる職場であることを 

　　　　広報する。（２０２１年～） 
性別にとらわれない採用を行う。（２０２０年～） 

※参考値：厚生労働省が定める卸売業・小売業における通常の労働者に占める女性労働者の割 
　　　　　合の平均値は３３．２％、基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女 

性労働者の割合の平均値は２３．０％（適用期間は２０２４年７月１日～２０２５ 
年６月３０日） 
厚生労働省が示す「同程度」とは、女性の競争倍率が男性の８割以上をいう。 

 
（イ）育成 

目標８ 
研修やメンター制度等を活用し、社員のキャリアアップを支援する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　社内外の研修会や交流会等を活用し、社員のキャリアアップを促進 

する。（２０２１年～） 
　　　　　　　　　　男性社員が多い職場への女性社員の配置拡大と、それによる女性社員に対す

る多様な職務経験の付与を図る。（２０１９年～） 
社員のキャリア支援のために,メンター制度の活用を図る。 

　（２０２４年～） 
　　　　　　　　　　地域限定社員制度の導入により非正規社員から正社員に転換した社員の職務

範囲の拡大や処遇改善を図る。（２０２４年～） 

 



【メンター制度】 
一定以上の職業経験があり、育児・介護、健康づくりについて経験や知識を有した社員（メンター）

が、従業員が抱える職場での悩みやキャリアアップ、仕事と育児・介護との両立、健康問題等の相談
に対応し、解決のサポートを行う。 

 
（ウ）継続就業 

目標９ 
若手や女性、育児・介護中などの社員の就業継続を支援する。 

◇取組内容◇​
●２０２５年３月～　新規学卒などの若手社員、女性社員、育児・介護中の社員等の状況 

　　に応じ、研修やメンター制度等を活用して就業継続をサポートす 
る。　　　　　　　　　　 
女性社員の就業継続に関する課題の解消により、継続勤務年数におけ
る男女差の縮小を図る。　 

　※参考値：厚生労働省が定める卸売業・小売業における女性の通常の労働者の平均継続勤務年 
　　　　　　数の平均値は１０．５年（適用期間は２０２４年７月１日～２０２５年６月３０日） 
 
（エ）評価・登用 

目標１０ 
公平かつ適正な人事評価で、登用と人材の配置の適正化を図る。 

◇取組内容◇​
●２０２５年３月～　人事評価システムを適正に運用して育成・公平な評価を行うため、 

　　　　　管理職を対象に研修やヒアリングを実施する。（２０２１年～） 
同システムに基づき、育児や介護の支援制度利用者にも時間当たりの
労働生産性を重視した公平な評価を実施する。（２０２１年～） 

 

目標１１ 
管理職に女性社員を登用し、その割合を卸売業・小売業の平均値以上にする。 

◇取組内容◇​
●２０２５年３月～　女性の管理職を３人にする。（２０２３年３月～） 

　※参考値：厚生労働省が定める卸売業・小売業における管理職に占める女性労働者の割合の平 
　　均値は７．３％（適用期間は２０２４年７月１日～２０２５年６月３０日） 

 

目標１２ 
役員に女性を１人登用する。 

◇取組内容◇​
●２０２５年３月～　女性の役員を１人にする。（２０２３年６月～） 
 

 



（３）ワーク・ライフ・バランスの実現 
ア　ワーク・ライフ・バランス実現の重要性の共有 

目標１３ 
仕事と子育てや介護の両立支援の推進など、ワーク・ライフ・バランスの実現を図る取組の重
要性についての共有を図る。 

◇取組内容◇​
●２０２５年３月～　社長の仕事と子育てや介護の両立支援の推進などワーク・ライフ・ 

　　　　  バランスの実現を図る取組が重要であるというメッセージを、社内ポータル
サイトにおける動画配信や各種会議等を活用して発信する。 

 
イ　育児と仕事の両立支援 
（1）​ 育児支援制度等の周知 

目標１４ 
育児休業等の育児支援制度、仕事と育児の両立のために活用できる勤務時間等に関する制
度について、社内の周知を図る。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年６月～　育児・介護休業法に基づく育児休業等（出生時育児休業、子の看護等休暇、

育児短時間勤務等を含む。）や雇用保険法に基づく育児休業給付、労働
基準法に基づく産前産後休業などの諸制度、及び仕事と育児の両立を
図るために活用できる始業・就業時間の繰上げ・繰下げや時間単位の
有給休暇、在宅勤務等の制度について、社内ポータルサイトに掲載す
る。（２０２２年～） 

 
【育児支援制度】 

・育児休業制度 
　　１歳未満の子を養育する従業員は、子が１歳に達するまでの間、育児休業を取得することが　　でき

る。特例（パパ・ママ育休プラス）や期間の延長の制度あり。 
・出生時育児休業（産後パパ育休）制度 
　　産後休業を取得していない労働者は、配偶者の産後休業期間中（出生から８週間）に４週間以内の

育児休業を２回まで分割して取得することが可能。 
・出産休暇制度 
　　配偶者の出産日又は出産予定日に特別有給休暇２日を取得できる。 
・子の看護等休暇制度 

小学生３年生修了までの子を養育する従業員は、その看護、予防接種、健康診断、感染症のため
の学級閉鎖等、入園（入学）式、卒園式のため、１年間に子が１人の場合は５日、２人以上の場合
は１０日を限度に有給休暇を取得できる。 

・育児短時間勤務制度 
　　未就学児を養育する従業員は、所定労働時間を短時間に変更することができる。 
・育児時間制度​  

１歳未満の子を養育する女性従業員は、育児短時間勤務とは別に、１日に３０分ずつ２回の　　育
児時間を取得できる。 

・所定外労働の制限 
小学校就学前の子を養育する従業員は、所定労働時間内で労働することを請求できる。 

・時間外労働の制限 
未就学児を養育する従業員は、その養育のために時間外労働時間が１月に２４時間以内、１　　年
に１５０時間以内になることを請求できる。 

・深夜労働の制限 
未就学児を養育する従業員は、その養育のために午後１０時～午前５時の労働をしないこと　　を
請求できる。 

　注：規則に基づき、申し出や請求を行っても取得できない場合や、一定の要件が必要な場合がある。 



 
 
（イ）育児支援制度の利用促進 

目標１５ 
育児支援制度等の利用促進を図り、社員の育児休業の取得率を、女性は１００％、男性は４０
％以上にする。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　社員は、本人又は配偶者の出産予定日をその４月前までに上長に報告し、そ

の報告を受けた上長は、当該社員に対して個別に育児支援制度等の情
報提供を行い、２週間以上の育児休業の取得など制度の利用を働きか
ける。（２０２３年～）　　　　　　　　　　 

 
（ウ）育児中の従業員の支援 

目標１６ 
育児休業から復帰後又は育児中の社員の子育てを支援する。 

◇取組内容◇　 
●２０２５年３月～　子が生まれた社員の上長は、その育児休業等制度の利用や育児休業からの

職場復帰を支援するため、代替要員の確保や業務の内容・体制の見直
し（「育児休業復帰支援プラン」の策定など）を行うほか、メンター制度の
活用を図る。（２０２３年～） 

　　　　　　　　　　業務の性質上育児休業取得が進まないSV社員について、休業中等の代替要員
となる人材を配置する。（２０２４年～） 

　　　　　　　　　　社有車で通勤する社員が、途中で子どもを保育所等に送迎することができる制
度を運用する。（２０２０年１月～） 

【育児休業復帰支援プラン】 
　　社員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプラン。（育休中の社
員への職業能力の開発及び向上のための情報提供も含む。） 

 
（エ）保護者の仕事への子どもの理解促進 

目標１７ 
「子ども職場参観日」を実施し、社員である保護者の仕事に子どもが理解を深める機会を提供
する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年７月　　従業員の子どもが職場を見学する「子ども職場参観日」を実施する。（２０２３年

～） 
　　　　　　　　　　 

 



ウ　介護と仕事の両立支援 
（ア）介護支援制度の周知と利用促進 

目標１８ 
介護支援制度及び仕事と介護の両立のために活用できる始業・終業時間の繰上げ・繰下げ等
の制度の社内での周知を図り、その利用促進を図る。 

◇取組内容◇　 
●２０２５年３月～　社内ポータルサイト等を活用し、介護休業や介護休暇、短時間勤務等の介護

支援制度、及び介護と仕事の両立を図るために活用できる始業・終業時
間の繰上げ・繰下げや時間単位の有給休暇、テレワーク等の制度の周
知を図る。 

　　　　　　　　　　上長は、個別面談等で家族の介護を行っている社員を把握して、介護支援制度
等の情報提供を行い、利用を働きかける。 

 
【介護支援制度】 

・介護休業制度 
要介護状態にある家族を介護する従業員（以下、「家族介護従業員」という。）は、対象家　　族１人
につき３回まで、通算９３日の範囲内で介護休業を取得することができる。 

・介護休暇制度 
家族介護（介護以外の世話を含む。）従業員は、１年間に当該家族が１人の場合は５日、２　　人以
上の場合は１０日を限度に有給休暇を取得できる。 

・介護短時間勤務制度 
家族介護従業員は、当該家族１人当たり３年間で２回まで所定労働時間を短時間に変更する　　こ
とができる。 

・所定外労働の制限 
　　家族介護従業員は、介護のために所定労働時間内で労働することを請求できる。 
・時間外労働の制限 

家族介護従業員は、介護のために時間外労働時間が１月に２４時間以内、１年に１５０時間　　以
内になることを請求できる。 

・深夜労働の制限 
　　家族介護従業員は、介護のために午後１０時～午前５時に労働しないことを請求できる。 
注：規則に基づき、従業員が申し出や請求を行っても取得できない場合や、一定の要件が必要な場

合がある。 
 

 
（イ）介護に関する理解促進 

目標１９ 
社員が介護に関する知識と理解を深めるために、研修等の機会を提供する。 

◇取組内容◇　 
●２０２５年３月～　従業員に認知症サポーター養成講座など介護に関する研修の機会や情報を

提供する。（２０１９年～）　 
 
（ウ）介護中の就業継続の支援 

目標２０ 
社員の仕事と介護の両立を支えるため、業務体制の整備等を図る。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　介護休業後の円滑な復帰や仕事と介護の両立のために、業務内容や業務体

制の見直しを行うほか、メンター制度の活用を図る。 
（２０２３年～） 

 



エ　その他仕事と生活の両立支援 

目標２１ 
不妊治療の支援制度を検討する。 

◇取組対策◇​
●２０２５年３月～不妊治療を支援する制度の検討を行う。 
 
オ　所定外労働時間の削減 

目標２２ 
社員の所定外労働の削減を図り、一人当たりの平均を毎月４５時間未満とする。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　社長の所定外労働時間縮減に向けたメッセージを、社内ポータルサイトにお

ける動画配信や各種会議等を活用して発信する。 
　　　　　　　　　　グループ内の業務状況を情報共有し、上長による業務の優先順位付けや業務

分担の見直しなどのマネジメントを実施する。 
部門長会議等で定期的に社員の所定外労働時間の取得状況を把握
し、組織全体及び各部署で削減に取り組む。 
人事評価に当たっては、時間当たりの労働生産性を重視し、管理職につ
いては長時間労働是正と生産性向上の取組と実績を評価する。毎週火
曜日をノー残業デーとして、当日は全社員にメールで告知し、所定時間
での退社を促す。（２０１９年～） 

 
カ　年次有給休暇の取得促進 

目標２３ 
社員一人当たりの年次有給休暇の取得率を６６％以上にする。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　部門長会議等で定期的に社員の年次有給休暇の取得状況を共有し、計画的

な取得の促進を図る。 
 
キ　柔軟な働き方を可能にする環境整備 
（ア）テレワーク制度の充実 

目標２４ 
テレワーク制度の構築やワーケーションの活用を図る。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　テレワーク制度の更なる整備を図る。（２０２０年４月～）　　　　 

ワーケーションを効果的に活用する。（２０２３年５月～） 
 
（イ）勤務時間帯の柔軟化　 

目標２５ 
始業・終業時間の繰上げ・繰上げ制度の周知・活用を図る。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　勤務時間帯の変更を可能する始業・終業時間の繰上げ・繰上げ制度を周知

し、活用促進を図る。（２０２０年～） 
 
 

（４）健康経営の推進 



ア　健康経営の推進 

目標２６ 
健康経営に取り組み、毎年度の健康経営優良法人の認定を目指すとともに、健康経営に対す
る社員の評価を高める。 

◇取組内容◇ 
●随時　　　　　　　社長の健康経営を推進するメッセージを、社内ポータルサイトにおける動画配

信や各種会議等を活用して発信する。（２０２３年～） 
●２０２５年１１月　会社の健康経営について社員へのアンケートを実施する。 

（２０２２年） 
●毎年１０月　　　　次年度の健康経営優良法人認定の申請を行う。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０２３年１０月～） 

　※参考値：会社の健康づくりの取組に対して評価している社員の割合４６．３％（２０２２年 
度健康意識調査） 

 
イ　健康課題の把握と健康づくりの推進 

目標２７ 
社員の健康診断受診率の向上に取り組む。 

◇取組内容◇ 
●毎年８月〜１２月　健康診断の実施について社員への周知徹底と脱漏者への個別の受診勧奨

により、受診率１００％を目指す。  
 

目標２８ 
社員の心身の健康づくりを推進し、肥満傾向にある社員の減少に取り組む。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　安全衛生委員会等で社員の健康課題や健診結果を共有し、BMI値 

２５以上の肥満傾向にある社員の減少等に必要な取組を検討する。（従
来～） 

　　　　　　　　　　リラックスルームを活用する。（２０２２年～）　　　　　　　　　　　 
●２０２５年１０月～社員を対象に健康に関するアンケート調査を実施する。 

（２０２２年～） 
●毎年５、１１月　　社内ウォーキングイベントを実施する。（２０２２年～） 
 
ウ　男女双方の健康に関する理解促進 

目標２９ 
男女双方の健康について理解を深め、お互いの健康を気遣う職場風土をつくる。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年５月～　男女双方の健康問題について理解を深めるための研修等を実施する。（２０２

３年～） 
　　　　　　　　　　健康のために必要な情報提供や利用できる制度の周知を図る。 

（２０２２年～） 
 
 

（５）地域におけるウェルビーイングの促進 
ア　地域の子どもたちと子育て世帯の支援 
（ア）職場体験の受入れ 



目標３０ 
職場見学やインターンシップなど子どもたちや若者の職場体験を受け入れる。 

◇取組内容◇ 
●２０２３年６月～　子どもたちの職場見学や若者のインターンシップなどを受け入れる。 
 
（イ）子育て世帯の応援と子どもの交流機会の提供 

目標３１ 
子育てを応援するサービスの提供や、子どもたちが交流するイベントの実施・協力を行う。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　ＫＴＳ「Smile Baby Project　はじめてばこ」（赤ちゃんが誕生し　た家庭へのお

祝いボックスのプレゼント）に協賛する。 
　　　　　　　　　　子どもを対象としたイベントに協賛したり、出店する。（従来～） 

「かごしま子育て支援パスポート事業」及び「宮崎県子育て応援　サービ
スの店事業」への店舗登録を促進する。 

（２０２３年１２月～） 
【かごしま子育て支援パスポート事業】 
事業に協賛する企業や店舗が、「子育て支援パスポート」を提示した県内に在住する妊娠中の方及び 
18歳未満の子どもがいる世帯に割引や独自の優待サービスを提供することで、子育て世帯を応援する鹿児
島県の仕組（県と共同実施している鹿児島市の事業名は「にこにこ子育て応援隊支援事業」） 

【宮崎県子育て応援サービスの店事業】 
事業に協賛する企業や店舗が、「子育て応援カード」を提示した県内に在住する高校生以下の子どもと妊
娠中の方のいる家庭に割引や独自のサービスを提供することで、子育て家庭を応援する宮崎県の仕組 
 

（ウ）青少年の見守り 

目標３２ 
青少年が健やかに成長する環境づくりのために、コンビニエンスストア・セーフティステーション
（ＳＳ）活動を推進する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　各店舗においてＳＳ活動を展開し、関係機関と連携して地域の子どもたちへの

声掛けや見守り、交流機会の提供等を行う。（従来～） 

 



 
【コンビニエンスストア・セーフティステーション（ＳＳ）活動】 

（一財）日本フランチャイズチェーン協会に加盟するコンビニエンスストアにおける活動 
ⅰ　安全・安心なまちづくりに協力 
(防犯・防災対策) 
　①自主防犯(強盗・万引きなどの防止対策)体制の強化 
　②緊急事態(災害・事件・事故・急病人など)に対する１１０番・１１９番通報 
(安全対策) 
　①女性・子どもなどの駆け込みへの対応 
　②高齢者・身体障がい者の方への買い物のお手伝いと連絡 
　③認知症が疑われる方の保護と連絡 
　④地域顧客への安全情報の発信、提供 
　※警察署・交番、地域包括支援センター、交通安全協会、消防署などとの連携 

ⅱ　青少年環境の健全化への取組 
　①２０歳未満者への酒類・たばこの販売防止 
　②１８歳未満者への成人向け雑誌の販売・閲覧防止 
　③青少年非行化（近隣住民の迷惑となるたまり場化、営業の妨害となるたまり場化）防止 
　④ 体験学習の受け入れ 
　※警察署、少年サポートセンター、青少年育成団体、学校・ PTAなどとの連携 

ⅲ　関連事項への取組 
　①店舗周辺の清掃徹底 
　② 地域との交流・連携の強化 

 
 

目標３３ 
子どもたちの安全・安心のため、直営店の「子ども１１０番の家」、「こども１１０番・おたすけハウ
ス」の登録を推進する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年６月～　「子ども１１０番の家」（鹿児島県内）、「こども１１０番・おたすけハウス」（宮崎

県内）に未登録の直営店舗について、登録申請を進めるとともに、加盟
店にも登録申請を働きかける。 

（２０２３年１０月～） 
 
イ　ＤＥ＆Ｉとジェンダー平等推進の取組の情報発信 

目標３４ 
ＤＥ＆Ｉやジェンダー平等推進の取組が地域で広がるように、会社の取組を情報発信する。 

◇取組内容◇　　 
●２０２５年３月～　各機関・団体のDE＆Iやジェンダー平等の推進に参考になるように、当社の取

組を情報発信する。（２０２０年～） 　　　　　　　　　　　　 
 
ウ　性の多様性の理解促進 

目標３５ 
店舗における商品展開等を通じて、社会における性の多様性への理解を深める啓発活動を行
う。 

◇取組内容◇ 
●毎年６月　　　　　店舗におけるレインボーカラーをあしらった商品等の展開を通じて、性の多様

性やＬＧＢＴＱの理解促進のための啓発を行う。 
（２０２１年～） 



 
エ　高齢者等の支援・見守り 

目標３６ 
高齢者や障害者の買い物の支援や地域の方の見守りのため、コンビニエンスストア・セーフ
ティステーション（ＳＳ）活動を推進する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～ 各店舗において、高齢者や障害者の買い物の支援や地域の方の　　　　　　　　

　　見守りなどのＳＳ活動を展開する。（従来～） 
 

目標３７ 
認知症サポーターの店舗スタッフを中心に、認知症の方の店舗における買い物支援や見守り
を行う。 

◇取組内容◇　　 
●２０２５年３月～　認知症サポーターに養成した社員及び加盟店のオーナー・従業員を 

中心に、店舗において認知症の方の買い物支援や見守りを行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（２０２２年～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
オ　スポーツ振興と健康づくりの促進 

目標３８ 
地域におけるスポーツや健康に関する活動への協力や参加を通じて、スポーツ振興と健康づ
くりの促進に取り組む。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　学校や地域で開催されるスポーツ教室等にアスリートである社員を派遣した

り、地域や各社のスポーツや健康づくりの活動に社員が参加・協力す
る。（２０２２年～） 

　 
 

（６）計画推進体制の整備 
ア　計画推進体制の整備 

目標３９ 
計画の進捗管理を行うウェルビーイング推進員を選任し、社内で定期的に計画の進捗状況の
検証を行い、計画を計画的・総合的に推進する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月　　男女雇用機会均等推進員と職業家庭両立推進員を兼ねるウェルビー　　　　　

　　　　　イング推進員を選任する。（２０２３年４月～） 
●２０２５年５月～　部門長会議等で定期的に計画の進捗状況の検証を行う。 
【男女雇用機会均等推進員】 

職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするため講ずべき措置の適切
かつ有効な実施を図るための業務を担当する者。男女雇用機会均等法により、事業主の選任が
努力義務となっている。 

【職業家庭両立推進員】 
企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭の両立を図るための取組を企画し、周知等の業務を
担当する者。育児・介護休業法により、事業主の選任が努力義務となっている。 

 
イ　計画の周知と社員の意見反映 

目標４０ 



計画の内容について、社内の周知を図るとともに、社員の意見を反映する。 

◇取組内容◇ 
●２０２５年５月～　計画について、社員へのアンケート調査を実施する。 

（２０２３年４月～） 
●２０２５年４月～　会議や社内ポータルサイト等を活用し、計画の内容及び進捗状況について社

内の周知を図る。（２０２３年３月～） 
 
ウ　関連情報の公表 

目標４１ 
会社のホームページと厚生労働省のウェブサイト「女性活躍・両立支援総合サイト」で、計画と
その関連情報を公表する。　 

◇取組内容◇ 
●２０２５年３月～　会社のホームページと厚生労働省のウェブサイト「女性活躍・両立支援総合サ

イト」に、計画とその関連する情報を公表する。 
（２０２３年４月～） 

 
【厚生労働省令に基づく情報公表項目】 

１「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」区分 
　①採用した労働者に占める女性労働者の割合 
　②男女別の採用における競争倍率 
　③労働者に占める女性労働者の割合 
　④係長級にある者に占める女性労働者の割合 
　⑤管理職に占める女性労働者の割合 
　⑥役員に占める女性の割合 
　⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績 
　⑧男女別の再雇用または中途採用の実績 
  ⑨男女の賃金の差異  

２「職業生活と家庭生活との両立」区分 
　①男女の平均継続勤務年数の差異 
　②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合 
　③男女別の育児休業取得率 
　④労働者の一月当たりの平均残業時間 
　⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間 
　⑥有給休暇取得率 
　⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率 

※常時雇用労働者３０１人以上の企業は、１の①～⑧から１項目と⑨の項目、２の①～⑦から１　項目
の計３項目の情報を公表する必要がある。また、常時雇用労働者が１０１人以上３００人　以下の企業
は１と２の１６項目から１項目以上の情報公表が必要。 

 


